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万
治
四
年
（
一
六
六
一
）
内
裏
公
家
町
火
災
に
つ
い
て

─
専
修
大
学
図
書
館
蔵
『
公
規
卿
記
』
の
記
事
か
ら
─

田
　
中
　
幸
　
江

　

藤
原
北
家
閑
院
流
、
西
園
寺
実
兼
（
一
二
四
九
～
一
三
二
二
）
の
男
兼
季
（
一
二
八
一
～
一
三
三
九
）
を
祖
と
す
る
菊
亭
（
今
出
川
）

家
は
、「
琵
琶
」
を
家
業
と
し
、
朝
儀
に
お
い
て
は
高
官
を
務
め
る
清
華
家
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
蔵
書
は
、
一
群
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
「
菊

亭
文
庫
」
と
し
て
京
都
大
学
附
属
図
書
館
に
寄
託
さ
れ
る
ほ
か
、
専
修
大
学
図
書
館
に
も
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
稿
者
は
現
在
に
至
る
ま
で
、

専
修
大
学
図
書
館
蔵
「
菊
亭
文
庫
」
に
つ
い
て
考
究
し
て
き
た（

（

（
注

。
そ
の
過
程
で
、
専
修
大
学
図
書
館
に
菊
亭
家
第
十
四
代
当
主
今
出
川
公

規
（
一
六
三
八
～
九
七
）
の
日
記
『
公
規
卿
記
』
の
未
確
認
の
伝
本
が
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
り
、
別
稿
に
お
い
て
そ
の
記
事
の
一
部

を
紹
介
し
た
ほ
か（

（

（
注

、
基
礎
的
研
究
を
行
っ
た（

3

（
注

。

　

本
稿
で
は
、
専
修
大
学
図
書
館
蔵
『
公
規
卿
記
』（「〔
萬
治
四
年
寛
文
二
年
等
日
次
記
録
〕」
一
〇
〇
八
（
第
七
凾
一
四
二
））
に
記
さ

れ
た
、
近
世
前
期
「
禁
裏
文
庫
」
が
罹
災
し
た
万
治
四
年
（
寛
文
元
年
。
一
六
六
一
年
）
一
月
十
五
日
の
内
裏
公
家
町
火
災
の
記
事
を
紹

介
す
る
（【
原
文
】
の
行
取
り
は
原
本
に
従
い
、
句
読
点
は
私
に
付
し
た
。
■
は
判
読
不
能
の
文
字
。（
後
略
）
以
下
は
、
す
で
に
拙
稿（

（

（
注

に

お
い
て
紹
介
し
た
、
こ
の
火
災
で
焼
失
し
た
「
禁
裏
文
庫
」
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
る
。【
釈
文
】
の
（　

）
内
の
注
記
は
私
に
付
し
た
。）
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【
原
文
】

萬
治
四
年
辛　

丑
年　
　
　
　
　
　
　

公
規
廿
四
才

　
　

正
月
小　
　
　

御
寿
五
十

（
中
略
）

十
五
日
丙
寅
天
晴
、
昨
（
明
ノ
誤
カ
（
日
十
六
日
之
外
弁
一
通
、
弁
よ
り
被
付
候
へ
と
、
留
主
故
、
今
朝
一
通
ノ

　
　
　

請
文
を
書
。
日
付
ハ
右
府
公
へ
談
合
申
、
昨
日
之
日
付
ニ
ス
ル
也
。
書
を
は
る
時
分

　
　
　

二
条
関
白
殿
よ
り
火
事
出
来
。
そ
れ
よ
り
仙
洞
へ
御
見
舞
ニ
可
参
と
、
ゑ

　
　
　

ほ
し
を
着
し
、
道
ま
て
出
る
へ
き
も
、
禁
中
へ
ち
か
く
な
り
候
ゆ
へ
、
ま
つ
禁
中
へ

　
　
　

参
ル
。
内
侍
所
も
追
付
、
清
涼
殿
ま
て
か
き
の
け
申
て
、
さ
て
主
上
ニ
は

　
　
　

八
条
殿
へ
先
行
幸
。
御
輿
へ
神
璽
、
宝
剱
、
其
外
置
、
御
産
ノ
御
剱
な
と

　
　
　

入
ル
。
御
こ
し
は
つ
ね
の
い
た
こ
し
の
乗
物
也
。
内
侍
所
を
先
へ
御
立
候
て
、
其

　
　
　

次
に
鳳
輦
。
此
ほ
う
れ
ん
ハ
只
か
ら
也
。
た
ゝ
み
せ
物
也
。
主
上
ハ
ほ
う
れ
ん
に

　
　
　

め
さ
す
し
て
、
鳳
輦
の
隠
に
乗
物
に
め
し
、
八
条
殿
ま
て
先
行
幸
な
り
。

　
　
　

御
供
の
衆
ハ
、
徳
大
寺
右
府
公
、
花
山
院
前
右
府
公
、
同
中
将
殿
、
其
外
公
家

　
　
　

衆
十
四
、五
人
ほ
と
あ
り
。
あ
る
ひ
ハ
か
む
り
裳
束
、
或
ハ
烏
帽
子
、
或
ハ
上
下
、

　
　
　

或
ハ
白
衣
也
。
禁
中
へ
ハ
火
も
う
つ
ら
す
、
堅
固
な
る
故
ニ
又
還
幸
也
。

　
　
　

此
内
ニ
御
参
間
所
に
、
箏
四
張
、
和
琴
一
張
有
之
候
を
、
小
倉
宇
相
将
も

　
　
　

被
出
候
故
、
先
下
間
文
庫
へ
入
也
。
扨
主
上
ハ
、
殿
上
之
後
、
諸
大
夫
ノ
間
ニ
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御
座
也
。
内
侍
所
ノ
御
殿
へ
飛
火
来
テ
、
内
侍
所
よ
り
初
ニ
炎
上
。
そ
れ
よ
り

　
　
　

主
上
を
守
奉
り
て
、
右
ノ
通
ニ
常
ノ
御
輿
ニ
め
さ
れ
、
内
侍
所
ヲ
先
ニ

　
　
　

立
、
白
川
照
光
院
へ
行
幸
也
。
下
間
、
今
日
小
番
故
、
御
供
よ
り
ス
ク
ニ

　
　
　

白
川
ニ
宿
ヲ
ス
ル
也
。
仙
洞
ニ
ハ
吉
田
ヘ
御
幸
也
。
新
院
、
女
院
ハ
岩
倉
へ

　
　
　

御
幸
也
。
女
御
御
方
ハ
清
■
院
殿
へ
御
出
也
。
禁
中
、
院
中
不
残
炎
上
、

　
　
　

公
家
も
大
方
火
事
ニ
あ
ひ
候
也
。
焼
く
所
ハ
、
禁
中
、
同
女
御
御
方
、
新

　
　
　

院
御
所
、
仙
洞
、
女
院
殿
も
。
公
家
衆
ハ
、
二
条
関
白
殿
火
も
と
也
。
其
外
、

　
　
　

九
条
殿
、
あ
の
殿
、
廣
橋
殿
、
鷹
司
殿
、
九
条
太
閤
殿
、
西
園
寺
殿
、
花

　
　
　

山
院
殿
、
大
炊
御
門
殿
、
白
川
殿
、
西
洞
院
殿
、
鷹
司
殿
後
室
、
中
ノ
御
門

　
　
　

殿
、
東
坊
城
殿
、
廣
橋
弁
殿
、
花
町
殿
御
や
し
き
、
一
も
ん
殿
、
飛
鳥
井
殿
、

　
　
　

八
条
殿
、
川
は
た
殿
、
清
閑
寺
殿
、
わ
し
の
を
殿
、
竹
屋
殿
、
や
ふ
殿
、
中
院
殿
、

　
　
　

野
宮
殿
、
青
蓮
院
殿
、
難
波
殿
や
し
き
、
せ
い
か
ん
し
一
位
殿
、
し
や
く
せ
ん
院
殿
、

　
　
　

し
け
の
ゐ
殿
、
竹
内
殿
、
ひ
く
ち
殿
、
土
御
門
殿
、
大
せ
う
寺
殿
、
久
我
殿
、
大
覚
寺
殿
、

　
　
　

富
小
路
殿
、
千
種
殿
、
三
条
西
殿
、
持
明
院
殿
、
妙
法
院
殿
、
清
水
谷
殿
、
柳
原
殿
、

　
　
　

園
殿
、
桂
殿
、
く
し
け
殿
、
庭
田
殿
、
聖
護
院
殿
、
し
や
が
う
殿
、
大
外
記
正
親
町
殿
、

　
　
　

か
ん
ろ
し
殿
、
は
む
ろ
殿
、
ま
て
の
小
路
殿
、
中
山
殿
、
転
法
輪
殿
、
三
条
殿
や
し
き
、

　
　
　

今
城
殿
、
松
木
ひ
や
う
ふ
、
は
や
み
な
か
と
、
五
條
殿
や
し
き
、
菊
亭
殿
や
し
き
、

　
　
　

御
室
の
さ
と
、
安
禅
寺
、
竹
内
殿
、
柳
原
殿
、
岩
倉
殿
、
転
法
輪
左
府
殿
、
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正
親
町
三
条
殿
、
大
夫
の
御
つ
ほ
ね
、
官
務
、
四
条
殿
、
難
波
殿
や
し
き
、

　
　
　

仙
洞
御
薬
屋
、
は
く
ひ
け
ん
、
愛
宕
殿
、
高
倉
殿
、
よ
う
と
く
院
殿
、
裏
辻
殿
、

　
　
　

と
さ
の
御
つ
ほ
ね
、
梨
木
町
、
不
残
。
藪
大
納
言
殿
、
四
辻
殿
や
し
き
、
梶
井
殿
、

　
　
　

橋
本
殿
、
せ
い
か
ん
し
殿
、
松
木
殿
、
四
条
殿
や
し
き
、
姉
小
路
殿
、
れ
ん
せ
ん
殿
、

　
　
　

花
園
殿
、
中
院
殿
や
し
き
、
速
見
越
中
山
か
た
ゑ
も
ん
の
せ
う
、
辻
ほ
う
き

　
　
　

の
守
上
将
監
、
七
条
殿
、
野
宮
殿
や
し
き
、
六
条
殿
、
此
外
六
七
け
ん
も
し
れ
す
。

　
　
　

寺
町
通
南
ハ
百
万
遍
よ
り
八
条
殿
町
、
東
西
二
町
、
今
出
川
通
、
東
西
三
町
、

　
　
　

此
間
、
梅
園
殿
女
院
ノ
御
長
屋
不
残
。
と
う
の
た
ん
東
西
南
北
四
丁
四
方
、

　
　
　

右
門
常
照
院
殿
、
く
ら
は
し
殿
、
大
か
た
此
ふ
ん
也
。

　
　
（
後
略
）

【
釈
文
】

萬
治
四
年
辛　

丑
年　
　
　
　
　
　
　

公
規
廿
四
才

　
　

正
月
小　
　
　

御
寿
五
十

（
中
略
）

十
五
日
丙
寅
天
晴
、
昨

（
明
ノ
誤
カ
（
日
十
六
日
の
外
弁
一
通
、
弁
よ
り
付
け
ら
れ
候
へ
ど
、
留
主
ゆ
ゑ
、
今
朝
一
通
の
請
文
を
書
く
。
日
付
は
右
府
公

（
徳
大
寺
公
信
）
へ
談
合
申
し
、
昨
日
の
日
付
に
す
る
な
り
。
書
き
終
は
る
時
分
、
二
条
関
白
殿
（
光
平
邸
）
よ
り
火
事
出
来
す
。
そ
れ

よ
り
仙
洞
（
後
水
尾
院
）
へ
御
見
舞
に
参
る
べ
し
と
、
烏
帽
子
を
着
し
、
道
ま
で
出
る
べ
き
も
、
禁
中
へ
近
く
な
り
候
ふ
ゆ
ゑ
、
先
づ
禁



77　万治四年（一六六一）内裏公家町火災について

中
へ
参
る
。
内
侍
所
も
追
付
き
、
清
涼
殿
ま
で
搔
き
退
き
申
し
て
、
さ
て
主
上
（
後
西
天
皇
）
に
は
八
条
殿
へ
先
づ
行
幸
す
。
御
輿
へ
神

璽
、
宝
剱
、
そ
の
外
置
き
、
御
産
の
御
剱
な
ど
入
る
。
御
輿
は
常
の
板
輿
の
乗
り
物
也
。
内
侍
所
を
先
へ
御
立
て
候
ひ
て
、
そ
の
次
に
鳳

輦
。
こ
の
鳳
輦
は
た
だ
空
な
り
。
た
ゝ
み
せ
物
な
り
。
主
上
は
鳳
輦
に
召
さ
ず
し
て
、
鳳
輦
の
隠
に
乗
物
に
召
し
、
八
条
殿
ま
で
先
づ
行

幸
な
り
。
御
供
の
衆
は
、
徳
大
寺
右
府
公
（
公
信
）、
花
山
院
前
右
府
公
（
定
好
）、
同
中
将
殿
（
定
誠
）、
そ
の
外
公
家
衆
十
四
、五
人
ほ

ど
あ
り
。
或
い
は
冠
裳
束
、
或
い
は
烏
帽
子
、
或
い
は
上
下
、
或
い
は
白
衣
也
。
禁
中
へ
は
火
も
移
ら
ず
、
堅
固
な
る
ゆ
ゑ
に
、
ま
た
還

幸
な
り
。
こ
の
内
に
御
三
間
所
に
、
箏
四
張
、
和
琴
一
張
こ
れ
あ
り
候
ふ
を
、
小
倉
宇
相
将
（
実
起
）
も
出
だ
さ
れ
候
ふ
ゆ
ゑ
、
先
づ
下

間
の
文
庫
へ
入
る
る
な
り
。
さ
て
主
上
は
、
殿
上
の
後
、
諸
大
夫
の
間
に
御
座
す
。
内
侍
所
の
御
殿
へ
飛
火
来
り
て
、
内
侍
所
よ
り
初
め

に
炎
上
す
。
そ
れ
よ
り
主
上
を
守
り
奉
り
て
、
右
の
通
り
に
常
の
御
輿
に
召
さ
れ
、
内
侍
所
を
先
に
立
て
、
白
川
照
光
院
へ
行
幸
な
り
。

下
間
、
今
日
小
番
ゆ
ゑ
、
御
供
よ
り
直
ぐ
に
白
川
に
宿
を
す
る
な
り
。
仙
洞
に
は
吉
田
へ
御
幸
な
り
。
新
院
、
女
院
は
岩
倉
へ
御
幸
な
り
。

女
御
御
方
は
清
■
院
殿
へ
御
出
な
り
。
禁
中
、
院
中
、
残
ら
ず
炎
上
し
、
公
家
も
大
方
火
事
に
遭
ひ
候
ふ
な
り
。
焼
く
所
は
、
禁
中
、
同

じ
く
女
御
御
方
、
新
院
御
所
、
仙
洞
、
女
院
殿
も
。
公
家
衆
は
、
二
条
関
白
殿
火
元
な
り
。
そ
の
外
、
九
条
殿
、
阿
野
殿
、
廣
橋
殿
、
鷹

司
殿
、
九
条
太
閤
殿
、
西
園
寺
殿
、
花
山
院
殿
、
大
炊
御
門
殿
、
白
川
殿
、
西
洞
院
殿
、
鷹
司
殿
後
室
、
中
ノ
御
門
殿
、
東
坊
城
殿
、
廣

橋
弁
殿
、
花
町
殿
御
屋
敷
、
一
も
ん
殿
、
飛
鳥
井
殿
、
八
条
殿
、
川
鰭
殿
、
清
閑
寺
殿
、
鷲
尾
殿
、
竹
屋
殿
、
藪
殿
、
中
院
殿
、
野
宮
殿
、

青
蓮
院
殿
、
難
波
殿
屋
敷
、
清
閑
寺
一
位
殿
、
積
善
院
殿
、
滋
野
井
殿
、
竹
内
殿
、
樋
口
殿
、
土
御
門
殿
、
大
聖
寺
殿
、
久
我
殿
、
大
覚

寺
殿
、
富
小
路
殿
、
千
種
殿
、
三
条
西
殿
、
持
明
院
殿
、
妙
法
院
殿
、
清
水
谷
殿
、
柳
原
殿
、
園
殿
、
桂
殿
、
櫛
笥
殿
、
庭
田
殿
、
聖
護

院
殿
、
し
や
が
う
殿
、
大
外
記
正
親
町
殿
、
甘
露
寺
殿
、
葉
室
殿
、
万
里
小
路
殿
、
中
山
殿
、
転
法
輪
殿
、
三
条
殿
屋
敷
、
今
城
殿
、
松

木
兵
部
、
速
水
長
門
、
五
條
殿
屋
敷
、
菊
亭
殿
屋
敷
、
御
室
の
里
、
安
禅
（
泉
）
寺
、
竹
内
殿
、
柳
原
殿
、
岩
倉
殿
、
転
法
輪
左
府
殿
、

正
親
町
三
条
殿
、
大
夫
の
御
局
、
官
務
、
四
条
殿
、
難
波
殿
屋
敷
、
仙
洞
御
薬
屋
、
は
く
ひ
け
ん
、
愛
宕
殿
、
高
倉
殿
、
陽
徳
院
殿
、
裏
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辻
殿
、
土
佐
の
御
局
、
梨
木
町
、
残
ら
ず
。
藪
大
納
言
殿
、
四
辻
殿
屋
敷
、
梶
井
殿
、
橋
本
殿
、
清
閑
寺
殿
、
松
木
殿
、
四
条
殿
屋
敷
、

姉
小
路
殿
、
れ
ん
せ
ん
殿
、
花
園
殿
、
中
院
殿
屋
敷
、
速
見
越
中
山
か
た
衛
門
尉
、
辻
伯
耆
の
守
上
将
監
、
七
条
殿
、
野
宮
殿
屋
敷
、
六

条
殿
、
此
外
六
、七
軒
も
知
れ
ず
。
寺
町
通
南
は
百
万
遍
よ
り
八
条
殿
町
、
東
西
二
町
、
今
出
川
通
、
東
西
三
町
、
こ
の
間
、
梅
園
殿
女

院
の
御
長
屋
残
ら
ず
。
塔
の
壇
東
西
南
北
四
丁
四
方
、
右
門
常
照
院
殿
、
倉
橋
殿
、
大
方
こ
の
分
な
り
。

（
後
略
）

　

事
務
的
な
仕
事
を
片
付
け
た
当
該
日
記
の
記
主
今
出
川
公
規（
当
時
二
十
四
歳
。従
三
位
で
権
中
納
言
）は
、二
条
関
白
光
平（
一
六
二
五

～
八
二
）
邸
か
ら
出
火
し
た
と
の
一
報
を
受
け
、
後
水
尾
院
（
一
五
九
六
～
一
六
八
〇
）
が
住
ま
う
仙
洞
御
所
に
お
見
舞
い
に
行
こ
う
と

身
支
度
を
調
え
、
道
に
出
た
が
、
火
が
禁
中
へ
近
づ
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
の
で
、
先
ず
参
内
し
た
。
後
掲
【
表
（
】
の
内
裏
・
公
家

屋
敷
の
地
図
に
よ
る
と
、
菊
亭
家
の
住
ま
い
「
菊
亭
殿
」
は
内
裏
（
禁
中
。【
表
（
】
❶
）
の
西
側
に
あ
り
、
火
元
か
ら
北
東
に
燃
え
広
が
っ

た
火
災
の
難
は
結
果
的
に
免
れ
て
い
る
。
家
を
出
た
公
規
は
、
お
そ
ら
く
道
を
南
下
し
、
南
東
の
方
角
に
あ
る
仙
洞
（【
表
（
】
❹
）
を

目
指
し
た
が
、
道
を
東
に
折
れ
た
際
に
、
火
元
の
二
条
関
白
邸
（【
表
（
】
❻
）
か
ら
、
今
に
も
内
裏
（【
表
（
】
❶
）
に
火
が
燃
え
移
ろ

う
と
し
て
い
る
様
を
目
の
当
た
り
に
し
、
仙
洞
で
は
な
く
、
内
裏
に
参
内
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
人
々
が
右
往
左
往
す
る
中
、

清
涼
殿
の
後
西
天
皇
（
一
六
三
七
～
八
五
）
の
も
と
に
辿
り
着
く
。
天
皇
は
内
裏
か
ら
見
て
北
に
位
置
す
る
八
条
殿
（【
表
（
】
�
）
に

避
難
す
る
こ
と
に
な
り
、
神
璽
、
宝
剱
、
御
産
の
御
剱
と
い
っ
た
皇
室
伝
来
の
宝
物
を
常
用
の
板
輿
に
乗
せ
た
。
天
皇
は
行
幸
の
際
の
正

式
な
乗
物
で
あ
る
鳳
輦
に
は
乗
ら
ず
、
形
式
と
し
て
用
意
し
た
空
の
鳳
輦
の
陰
の
板
輿
に
乗
り
、
ま
ず
八
条
殿
に
行
幸
す
る
。
お
供
の
衆

は
、
右
大
臣
徳
大
寺
公
信
（
一
六
〇
六
～
八
四
）、
左
大
臣
花
山
院
定
好
（
一
五
九
九
～
一
六
七
三
）、
そ
の
息
花
山
院
定
誠
（
一
六
四
〇

～
一
七
〇
四
）
と
、
十
四
、五
人
ほ
ど
の
公
家
衆
で
あ
っ
た
。
突
然
の
行
幸
で
あ
っ
た
の
で
着
の
身
着
の
ま
ま
、
あ
る
者
は
正
式
な
冠
装
束
、
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あ
る
者
は
烏
帽
子
、
あ
る
者
は
上
下
、
あ
る
者
は
白
衣
を
着
す
る
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
（
公
規
自
身
は
烏
帽
子
）。
無
事
に
行
幸
を
終

え
た
が
、
結
局
禁
中
に
火
は
移
ら
ず
、
禁
中
は
堅
固
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
還
幸
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
間
、
常
御
殿
の
北
側
西

寄
り
に
あ
っ
た
御
三
間
に
、
箏
四
張
、
和
琴
一
張
が
あ
っ
た
の
を
、
小
倉
実
起
（
一
六
二
二
～
八
四
）
が
出
し
て
き
た
の
で
、
ま
ず
文
庫

に
入
れ
た
。
天
皇
は
諸
大
夫
の
間
に
御
座
し
、
ひ
と
ま
ず
落
ち
着
い
た
か
の
よ
う
に
見
え
た
。
し
か
し
、
内
侍
所
の
御
殿
に
火
災
か
ら
の

飛
び
火
が
あ
り
、
炎
上
し
た
。
そ
こ
で
天
皇
を
守
り
な
が
ら
先
の
行
幸
と
同
じ
よ
う
に
準
備
を
整
え
、
天
皇
は
常
用
の
板
輿
に
乗
り
、
白

川
照
光
院
に
行
幸
し
た
。
公
規
は
禁
裏
小
番
で
あ
っ
た
の
で
、
お
供
の
後
そ
の
ま
ま
天
皇
に
従
い
白
川
に
宿
直
し
た
。
後
水
尾
院
は
吉
田

へ
御
幸
し
、
明
正
院
（
一
六
二
四
～
九
六
）、
東
福
門
院
（
一
六
〇
七
～
七
八
）
は
岩
倉
へ
御
幸
、
女
御
御
方
も
避
難
し
た
。
内
裏
、
仙
洞
、

残
ら
ず
炎
上
し
、
公
家
も
大
方
が
火
事
に
遭
っ
た
。

─
内
裏
や
仙
洞
、
公
家
屋
敷
の
詳
細
な
被
害
の
状
況
は
、
本
文
が
示
す
通
り
で
あ

る
。

　

江
戸
時
代
、
内
裏
は
六
度
の
火
災
に
見
舞
わ
れ
、
そ
の
都
度
再
建
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
火
災
に
遭
っ
た
内
裏
は
、
江
戸
時
代
の
内
裏

を
初
め
て
襲
っ
た
承
応
二
年
（
一
六
五
三
）
の
火
災
の
後
、
再
建
さ
れ
た
も
の
で
あ
る（

4

（
注

。

　

万
治
四
年
（
一
六
六
一
）
の
火
災
に
よ
る
内
裏
公
家
町
罹
災
に
つ
い
て
は
、『
忠
利
宿
禰
日
次
記（

5

（
注

』
や
『
続
史
愚
抄（

6

（
注

』
に
よ
っ
て
も
詳

細
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
本
記
事
は
、
禁
中
に
慌
た
だ
し
く
駆
け
つ
け
、
刻
々
と
火
の
手
が
迫
る
緊
迫
し
た
状
況
下
で
、
天
皇
を
避
難
さ

せ
る
様
子
を
具
体
的
か
つ
生
々
し
く
語
る
記
録
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。
天
皇
を
板
輿
に
乗
せ
た
行
幸
や
、
箏
、
和
琴
を
火
災
か
ら
守
る
た

め
に
移
動
さ
せ
た
こ
と
な
ど
は
、
管
見
の
限
り
他
の
記
録
類
に
は
見
え
ず
、
ま
さ
に
間
近
で
見
届
け
た
か
、
実
体
験
し
た
者
だ
け
が
知
り

得
る
情
報
と
言
え
る
。
御
三
間
に
あ
っ
た
箏
四
張
、
和
琴
一
張
を
、
天
皇
の
蔵
書
や
道
具
類
を
収
め
る
「
禁
裏
文
庫
」
に
移
し
た
と
い
う

記
述
は
、
拙
稿
で
既
に
述
べ
た
こ
と
で
も
あ
る
が
、
公
規
が
琵
琶
を
家
業
と
す
る
音
楽
の
家
「
菊
亭
家
」
の
当
主
で
あ
り
、
禁
裏
の
楽
器
・

楽
書
の
出
納
、
管
理
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
と
大
い
に
関
係
し
て
い
よ
う（

7

（
注

。
こ
の
行
動
か
ら
も
、
公
規
の
「
禁
裏
文
庫
」
へ
の
関
与
が
裏
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付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
『
公
規
卿
記
』
で
は
、
罹
災
し
た
公
家
屋
敷
に
つ
い
て
も
詳
細
に
記
し
て
い
る
。
後
掲
【
表
（
】
に
『
公
規
卿
記
』『
忠
利
宿

禰
日
次
記
』『
続
史
愚
抄
』
そ
れ
ぞ
れ
に
見
え
る
罹
災
し
た
公
家
屋
敷
等
を
示
し
た
（
判
明
し
た
家
主
に
つ
い
て
は
、『
公
卿
補
任
』
に
よ
っ

て
官
位
、
氏
名
、
年
齢
な
ど
を
示
し
た
）。

　

罹
災
し
た
内
裏
、
仙
洞
、
公
家
屋
敷
や
寺
院
等
の
記
載
は
、『
忠
利
宿
禰
日
次
記
』
が
最
も
多
く
、
次
い
で
『
公
規
卿
記
』
と
な
る
。

し
か
し
『
忠
利
宿
禰
日
次
記
』
に
見
え
な
い
公
家
屋
敷
も
『
公
規
卿
記
』
や
『
続
史
愚
抄
』
に
記
載
が
あ
る
な
ど
、
三
つ
の
史
料
を
合
わ

せ
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
状
況
や
被
害
の
実
態
が
よ
り
鮮
明
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、『
公
規
卿
記
』『
忠
利
宿
禰
日
次
記
』『
続
史
愚
抄
』
に
見
え
る
罹
災
し
た
公
家
屋
敷
等
を
、
万
治
四
年
（
一
六
六
一
）
以
前

で
比
較
的
近
い
時
期
の
承
応
三
年
（
一
六
五
四
）
に
開
板
さ
れ
た
『
新
板
平
安
城
東
西
南
北
町
并
洛
外
之
図
』（
北
山
修
学
寺
村
無
庵
刊
。

注
8
）
の
上
に
示
し
た
（
後
掲
【
表
（
】。
煩
瑣
と
な
る
た
め
『
新
板
平
安
城
東
西
南
北
町
并
洛
外
之
図
』
に
記
さ
れ
た
文
字
表
記
は
消

去
し
（「
菊
亭
殿
」
の
表
記
は
残
し
た
）、
土
地
の
境
界
を
示
す
線
の
み
残
し
た
。
内
裏
や
公
家
屋
敷
の
番
号
は
【
表
（
】
に
よ
る
）。

　

火
元
の
二
条
関
白
邸
（【
表
（
】
❻
）
か
ら
見
て
、
周
囲
の
第
宅
お
よ
び
北
東
の
方
角
の
公
家
町
が
ほ
ぼ
壊
滅
的
に
罹
災
し
て
お
り
、

被
害
の
大
き
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。『
忠
利
宿
禰
日
次
記
』
で
は
「
坤
風
強
、
艮
方
へ
焼
。」
と
見
え
、
南
西
の
風
が
強
か
っ
た
た
め
、
火

元
か
ら
北
東
に
燃
え
広
が
っ
た
と
し
て
い
る
。
そ
の
具
体
的
な
有
り
様
が
、
地
図
上
に
示
す
こ
と
で
よ
り
明
確
に
な
る
。

　

な
お
、『
公
規
卿
記
』
に
見
え
る
「
一
も
ん
殿
」「
し
や
が
う
殿
」「
は
く
ひ
か
ん
」
な
ど
の
正
式
名
称
や
位
置
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

ま
た
、『
公
規
卿
記
』
な
ど
に
名
が
見
え
る
も
の
の
、
位
置
が
明
確
で
な
い
第
宅
も
多
い
ほ
か
、
承
応
三
年
（
一
六
五
四
）
刊
の
『
新
板

平
安
城
東
西
南
北
町
并
洛
外
之
図
』
に
示
さ
れ
た
家
主
と
万
治
四
年
（
一
六
六
一
）
の
史
料
に
示
さ
れ
た
家
主
と
は
、
移
動
、
入
れ
替
え

な
ど
で
変
化
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
精
査
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
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専
修
大
学
図
書
館
蔵
『
公
規
卿
記
』
の
当
該
記
事
は
、
京
都
大
学
附
属
図
書
館
や
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
蔵
さ
れ
る
『
公
規
卿
記
』

の
伝
本
で
は
欠
け
て
い
る
年
次
の
も
の
で
あ
る
。
内
裏
公
家
町
罹
災
の
具
体
的
か
つ
詳
細
な
記
述
は
、
歴
史
研
究
の
上
で
も
非
常
に
重
要

な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
専
修
大
学
図
書
館
蔵
「
菊
亭
文
庫
」
中
に
は
こ
う
し
た
貴
重
な
史
料
が
数
多
く
含
ま

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
調
査
、
研
究
を
進
め
た
い
。

（
注
（
）
拙
稿
「
専
修
大
学
図
書
館
蔵
「
菊
亭
文
庫
蔵
書
目
録
」
解
題
な
ら
び
に
翻
刻
」（
一
）～（
三
）（『
専
修
国
文
』
第
七
六
～
七
八
号
、

二
〇
〇
五
年
一
月
、
九
月
、
二
〇
〇
六
年
一
月
）、「
専
修
大
学
図
書
館
蔵
「
菊
亭
文
庫
蔵
書
目
録
」
書
名
索
引
（
稿
）」（『
専
修
国
文
』

第
八
〇
号
、
二
〇
〇
七
年
一
月
）。
二
〇
〇
四
～
二
〇
〇
六
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）「
菊
亭
家
の
蔵
書
に
関
す

る
総
合
的
研
究
」、
二
〇
〇
八
～
二
〇
一
〇
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
若
手
研
究
（
Ｂ
）「
菊
亭
家
と
そ
の
蔵
書
に
関
す
る
研
究
」（
田
中

幸
江
）。

（
注
（
）
拙
稿
「
今
出
川
公
規
と
禁
裏
の
楽
器
、
楽
書
に
つ
い
て
─
専
修
大
学
図
書
館
蔵
『
公
規
公
記
』
の
記
事
か
ら
─
」（
磯
水
絵
編
『
論

集　

文
学
と
音
楽
史
─
詩
歌
管
絃
の
世
界
─
』、
和
泉
書
院
、
二
〇
一
三
年
六
月
）。
な
お
、
こ
の
論
文
中
の
注
（
（3
）
で
、
参
考
論
文
と

し
て
挙
げ
た
「
近
世
の
禁
裏
小
番
に
つ
い
て
」
の
執
筆
者
名
に
誤
り
が
あ
っ
た
。
正
し
く
は
本
田
慧
子
氏
で
あ
る
。
関
係
各
位
に
伏
し
て

お
詫
び
申
し
上
げ
る
。

（
注
3
）
拙
稿
「
江
戸
期
の
菊
亭
家
当
主
の
日
記
『
公
規
公
記
』
に
つ
い
て
─
今
出
川
実
種
に
よ
る
蔵
書
整
理
と
書
写
活
動
─
」（『
専
修

国
文
』
第
九
〇
号
、
二
〇
一
二
年
一
月
）

（
注
4
）
江
戸
時
代
に
内
裏
を
襲
っ
た
災
害
と
、
そ
の
後
の
再
建
に
つ
い
て
は
、
冷
泉
為
人
「
公
家
町
の
災
害
と
防
災
─
内
裏
（
仙
洞
・

大
宮
）
御
所
を
め
ぐ
っ
て
─
」（
立
命
館
大
学
・
神
奈
川
大
学
二
十
一
世
紀
C
O
E
プ
ロ
グ
ラ
ム
ジ
ョ
イ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
歴
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史
災
害
と
都
市
─
京
都
・
東
京
を
中
心
に
─
」
報
告
書
、
二
〇
〇
七
年
二
月
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
注
5
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
大
日
本
史
料
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
る
。

（
注
6
）『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
第
十
五
巻
に
よ
る
。

（
注
7
）（
注
（
）
論
文
。

（
注
8
）
大
塚
隆
編
『
慶
長　

昭
和　

京
都
地
図
集
成
』
一
六
一
一
（
慶
長
一
六
）
年
～
一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
）
年
（
柏
書
房
株
式
会
社
、

一
九
九
四
年
六
月
）。
本
図
の
解
説
に
、「
前
年
（
承
応
二
年
：
引
用
者
注
）
七
月
に
内
裏
公
家
町
が
炎
上
し
、
そ
の
後
の
造
営
作
事
が
刊

行
の
契
機
と
み
ら
れ
る
。」
と
あ
る
。

（
付
記
）
資
料
の
翻
刻
掲
載
を
ご
許
可
下
さ
い
ま
し
た
専
修
大
学
図
書
館
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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【
表
1
】
罹
災
し
た
内
裏
・
公
家
屋
敷
一
覧

公
規
卿
記

忠
利
宿
禰
日
次
記

続
史
愚
抄

公
卿
補
任
（
万
治
4
年
（
1661））

❶
禁
中
（
＊
後
西
天
皇
）

禁
裏

禁
裏
〈
土
御
門
里
内
〉

❷
女
御
御
方

女
御

❸
新
院
御
所
（
＊
明
正
院
）

新
院

新
院
御
所
〈
中
和
門
院
旧
地
〉

❹
仙
洞
（
＊
後
水
尾
院
）

仙
洞

法
皇
御
所
〈
下
御
所
〉

❺
女
院
殿
（
＊
東
福
門
院
）

女
院

女
院
〈
在
同
郭
（
下
御
所
）〉

❻
二
条
関
白
殿

二
条
殿

関
白
〈
光
平
。
二
條
。
父
前
摂
政
康
道
同
坐
歟
〉

関
白
従
一
位
〈
二
條
〉
藤
原
光
平
〈
三
十
八
　
氏
長
者
〉
／
前
左
大
臣
従
一
位
〈
二
條
〉

藤
原
康
道
〈
五
十
五
〉
前
摂
政

❼
九
条
殿

九
条
左
大
将
殿

権
大
納
言
正
二
位
〈
九
條
〉
藤
原
兼
晴
〈
二
十
一
〉
左
大
将

❽
阿
野
殿

阿
野
大
納
言

阿
野
前
大
納
言
〈
公
業
。
息
同
居
〉

前
権
大
納
言
正
二
位
〈
阿
野
〉
藤
原
公
業
〈
六
十
三
〉

❾
廣
橋
殿

廣
橋
一
位

廣
橋
一
位
〈
兼
賢
。
孫
同
居
歟
〉

前
権
大
納
言
従
一
位
〈
廣
橋
〉
藤
原
兼
賢
〈
六
十
七
〉

❿
鷹
司
殿

鷹
司
殿

前
左
大
臣
〈
教
平
。
鷹
司
。
息
同
居
〉

前
左
大
臣
従
一
位
〈
鷹
司
〉
藤
原
教
平
〈
五
十
三
〉
／
内
大
臣
正
二
位
〈
鷹
司
〉
藤
原
房

輔
〈
二
十
五
〉
五
月
廿
三
日
辞
退
。
右
大
臣
六
月
八
日
任

⓫
九
条
太
閤
殿

九
条
太
閤
御
所

九
條
前
関
白
〈
幸
家
。
孫
同
居
〉

前
左
大
臣
従
一
位
〈
九
條
〉
藤
原
幸
家
〈
七
十
六
〉
前
関
白

⓬
西
園
寺
殿

西
園
寺
前
右
府

前
右
大
臣
従
一
位
〈
西
園
寺
〉
藤
原
実
晴
〈
六
十
一
〉

⓭
花
山
院
殿

花
山
院
前
右
府

前
右
大
臣
〈
定
好
。
花
山
院
。
孫
同
居
〉

左
大
臣
従
一
位
〈
花
山
院
〉
藤
原
定
好
〈
六
十
三
〉
五
月
廿
四
日
転
／
（
定
好
次
男
）
非

参
議
従
三
位
〈
花
山
院
〉
藤
原
定
誠
〈
二
十
二
〉
正
月
五
日
叙
。
左
中
将
如
元
。

⓮
大
炊
御
門
殿

大
炊
御
門
前
内
府

前
内
大
臣
〈
経
孝
。
大
炊
御
門
。
息
同
居
〉

前
内
大
臣
正
二
位
〈
大
炊
御
門
〉
藤
原
経
孝
〈
四
十
九
〉
／
権
中
納
言
従
三
位
〈
大
炊
御

門
〉
藤
原
経
光
〈
二
十
四
〉

⓯
白
川
殿

白
川
三
位

白
川
二
位
〈
雅
陳
〉
／
伯
三
位
〈
雅
喬
。
白
川
〉

非
参
議
従
二
位
〈
白
川
〉
源
雅
陳
〈
七
十
〉／
非
参
議
正
三
位
雅
喬
王
〈
四
十
二
〉
神
祇
伯

⓰
西
洞
院
殿

西
洞
院
少
納
言

少
納
言
時
成
朝
臣
〈
西
洞
院
〉

⓱
鷹
司
殿
後
室

准
后
御
所

准
后
清
子
内
親
王
〈
鷹
司
故
関
白
信
尚
室
〉

⓲
中
ノ
御
門
殿

中
御
門
宰
相

中
御
門
前
大
納
言
〈
宣
順
。
息
同
居
〉

前
権
大
納
言
正
二
位
〈
中
御
門
〉
藤
原
宣
順
〈
四
十
九
〉
／
参
議
従
三
位
〈
中
御
門
〉
藤

原
資
熈
〈
二
十
七
〉
左
大
弁
。
白
馬
外
弁
（
雑
事
催
。
禄
所
）

⓳
東
坊
城
殿

東
坊
城
宰
相

菅
宰
相
〈
知
長
。
東
坊
城
。
息
同
居
〉

参
議
正
三
位
〈
東
坊
城
〉
菅
原
知
長
〈
四
十
一
〉
文
章
博
士
。
四
月
十
三
日
兼
任
式
部
大

輔
。
元
日
外
弁
（
御
酒
勅
使
。
宣
命
使
）

⓴
廣
橋
弁
殿

廣
橋
弁

蔵
人
左
少
弁
貞
光
〈
廣
橋
〉

�
花
町
殿
御
屋
敷

花
町
殿

花
町
殿
〈
主
上
元
御
所
〉

�
一
も
ん
殿
（
＊
未
詳
）

�
飛
鳥
井
殿

飛
鳥
井
中
将
（
＊
飛
鳥
井
雅
直
）
飛
鳥
井
前
大
納
言
〈
雅
章
。
息
同
居
〉

前
権
大
納
言
正
二
位
〈
飛
鳥
井
〉
藤
原
雅
章
〈
五
十
一
〉
武
家
伝
奏

�
八
条
殿

石
薬
師
通
八
条
殿

�
川
鰭
殿

川
鰭
中
将
？

川
鰭
三
位
〈
基
秀
。
息
同
居
〉

非
参
議
正
三
位
〈
河
鰭
〉
藤
原
基
秀
〈
五
十
六
〉

�
清
閑
寺
殿

清
閑
寺
大
納
言

清
閑
寺
前
大
納
言
〈
共
綱
。
父
一
位
共
房
別
居
。
免

災
歟
〉

前
権
大
納
言
正
二
位
〈
清
閑
寺
〉
藤
原
共
綱
〈
五
十
〉

�
鷲
尾
殿

鷲
尾
大
納
言

鷲
尾
前
大
納
言
〈
隆
量
。
息
同
居
〉

前
権
大
納
言
正
二
位
〈
鷲
尾
〉
藤
原
隆
量
〈
五
十
六
〉

�
竹
屋
殿

竹
屋
三
位

竹
屋
三
位
〈
光
久
〉

非
参
議
従
三
位
〈
竹
屋
〉
藤
原
光
久
〈
三
十
七
〉

�
藪
殿

藪
中
納
言

藪
前
中
納
言
〈
嗣
孝
〉

前
権
中
納
言
正
三
位
〈
藪
〉
藤
原
嗣
孝
〈
四
十
三
〉

�
中
院
殿

中
院
大
納
言

源
大
納
言
〈
通
茂
。
中
院
〉

権
大
納
言
正
三
位
〈
中
院
〉
源
通
茂
〈
三
十
一
〉

�
野
宮
殿

野
宮
少
将

�
青
蓮
院
殿

青
蓮
院
宮
里
坊

�
難
波
殿
屋
敷

難
波
屋
敷

�
清
閑
寺
一
位
殿

清
閑
寺
一
位

内
大
臣
従
一
位
〈
清
閑
寺
〉
藤
原
共
房
〈
七
十
三
〉
五
月
廿
三
日
任
。
七
月
廿
四
日
辞
退
。

同
廿
八
日
薨
。
号
清
徳
院
。
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�
積
善
院
殿

積
善
院
里
坊

�
滋
野
井
殿

滋
野
井
侍
従

滋
野
井
三
位
〈
教
廣
。
息
同
居
〉

非
参
議
従
三
位
〈
滋
野
井
〉
藤
原
教
廣
〈
四
十
二
〉

�
竹
内
殿

竹
内
源
蔵
人

蔵
人
左
将
監
源
當
治
〈
竹
内
〉

�
樋
口
殿

樋
口
三
位

樋
口
三
位
〈
信
康
〉

非
参
議
従
三
位
〈
樋
口
〉
藤
原
信
康
〈
三
十
九
〉

�
土
御
門
殿

非
参
議
従
二
位
〈
土
御
門
〉
安
部
泰
重
〈
七
十
六
〉
八
月
十
九
日
逝
去
。
法
名
霊
光

�
大
聖
寺
殿

大
聖
寺
殿

大
聖
寺
宮
〈
法
名
久
山
〉

�
久
我
殿

久
我
右
大
将

権
大
納
言
正
二
位
〈
久
我
〉
源
廣
通
〈
三
十
六
〉
右
大
将
。
九
月
廿
三
日
任
内
大
臣

�
大
覚
寺
殿

大
覚
寺
門
跡
里
坊

�
富
小
路
殿

富
小
路
兵
部
少
輔

兵
部
少
輔
永
貞
朝
臣
〈
富
小
路
〉

�
千
種
殿

千
種
前
宰
相

千
種
前
宰
相
〈
有
能
。
息
同
居
〉

前
参
議
正
三
位
〈
千
種
〉
源
有
能
〈
四
十
七
〉

�
三
条
西
殿

西
三
条
前
大
納
言

三
條
西
前
大
納
言
〈
実
教
〉

前
権
大
納
言
正
二
位
〈
三
條
西
〉
藤
原
実
教
〈
四
十
三
〉

�
持
明
院
殿

持
明
院
前
中
納
言

持
明
院
前
中
納
言
〈
基
定
。
息
同
居
〉

前
権
中
納
言
従
二
位
〈
持
明
院
〉
藤
原
基
定
〈
五
十
五
〉
正
月
五
日
叙
正
二
位
／
藤
原
基

時
�
妙
法
院
殿

妙
法
院
宮
里
坊

�
清
水
谷
殿

清
水
谷
前
大
納
言

清
水
谷
前
大
納
言
〈
実
任
〉

前
権
大
納
言
正
二
位
〈
清
水
谷
〉
藤
原
実
任
〈
七
十
五
〉

�
柳
原
殿

柳
原
大
納
言

権
大
納
言
従
二
位
〈
柳
原
〉
藤
原
資
行
〈
四
十
二
〉
正
月
五
日
叙
正
二
位
。
四
月
一
日
辞

退
�
園
殿

園
大
納
言

園
大
納
言
〈
基
福
〉

権
大
納
言
従
二
位
〈
園
〉
藤
原
基
福
〈
四
十
〉

�
桂
殿

桂
頭
弁

蔵
人
頭
右
中
弁
昭
房
朝
臣
〈
桂
。
若
與
他
人
同
居
歟
〉

�
櫛
笥
殿

櫛
笥
少
将

同
（
左
少
将
）
隆
胤
〈
櫛
笥
〉

�
庭
田
殿

庭
田
中
将

左
中
将
雅
純
朝
臣
〈
庭
田
。
息
同
居
〉

�
聖
護
院
殿

�
し
や
が
う
殿
（
＊
未
詳
）

�
大
外
記
正
親
町
殿

大
外
記

�
甘
露
寺
殿

甘
露
寺
弁

権
右
少
弁
方
長
〈
甘
露
寺
〉

�
葉
室
殿

葉
室
大
納
言

葉
室
大
納
言
〈
頼
業
。
息
同
居
〉

権
大
納
言
正
二
位
〈
葉
室
〉
藤
原
頼
業
〈
四
十
七
〉

�
万
里
小
路
殿

中
筋
東
頬
万
里
小
路
宰
相

万
里
小
路
宰
相
〈
雅
房
〉

参
議
従
三
位
〈
万
里
小
路
〉
藤
原
雅
房
〈
二
十
八
〉
正
月
五
日
叙
正
三
位

�
中
山
殿

二
階
町
西
頬
中
山
前
宰
相

中
山
前
宰
相
〈
英
親
〉

権
中
納
言
正
三
位
〈
中
山
〉
藤
原
英
親
〈
三
十
五
〉
十
二
月
廿
四
日
任

�
転
法
輪
殿

転
法
輪
前
内
府

�
三
条
殿
屋
敷

左
大
臣
〈
実
秀
。
三
條
〉
／
三
條
前
内
大
臣
〈
公
冨
。

息
同
居
〉

左
大
臣
従
一
位
〈
三
條
〉
藤
原
實
秀
〈
六
十
四
〉
四
月
一
日
辞
退
／
前
内
大
臣
正
二
位
〈
三

條
〉
藤
原
公
富
〈
四
十
二
〉

�
今
城
殿

今
城
中
将
（
＊
今
城
定
淳
）

今
城
前
中
納
言
〈
為
尚
。
息
同
居
〉

前
権
中
納
言
従
二
位
〈
中
山
冷
泉
〉
藤
原
為
尚
〈
五
十
八
〉

�
松
木
兵
部

�
速
水
長
門

速
水
長
門

�
五
條
殿
屋
敷

参
議
正
三
位
〈
五
條
〉
菅
原
為
庸
〈
四
十
三
〉
式
部
権
大
輔
。
大
学
頭
。
元
日
外
弁
（
雑

事
催
）

�
菊
亭
殿
屋
敷

菊
亭
後
室
屋
敷

�
御
室
の
里

仁
和
寺
宮
里
坊

�
安
禅
寺
（
安
泉
寺
）

安
禅
寺

�
竹
内
殿

�
柳
原
殿

柳
原
大
納
言
裏
杉
之
坊
慈
■
院

殿
�
岩
倉
殿

岩
倉
中
将

岩
倉
三
位
〈
具
家
〉

非
参
議
従
三
位
〈
岩
倉
〉
源
具
家
〈
三
十
二
〉

�
転
法
輪
左
府
殿

転
法
輪
左
大
臣
殿
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�
正
親
町
三
条
殿

正
親
町
三
条
前
宰
相

正
親
町
三
條
前
宰
相
〈
実
昭
。
息
同
居
〉

前
参
議
従
三
位
〈
正
三
條
〉
藤
原
実
昭
〈
三
十
八
〉

�
大
夫
の
御
局

大
夫
典
侍
局

�
官
務

官
務

�
四
条
殿

四
条
中
将

左
中
将
隆
音
朝
臣
〈
四
條
〉

�
難
波
殿
屋
敷

難
波
少
将

左
少
将
宗
量
朝
臣
〈
難
波
〉

�
仙
洞
御
薬
屋

�
は
く
ひ
か
ん
（
＊
未
詳
）

�
愛
宕
殿

左
少
将
通
福
朝
臣
〈
愛
宕
〉

�
高
倉
殿

高
倉
前
中
納
言

高
倉
前
中
納
言
〈
永
敦
。
父
前
大
納
言
永
慶
別
居
。

免
災
歟
〉

前
権
中
納
言
〈
高
倉
〉
藤
原
永
敦
〈
四
十
七
〉

�
陽
徳
院
殿

陽
徳
院
宮
〈
大
聖
寺
先
住
。
法
名
説
外
〉

�
裏
辻
殿

裏
辻
中
将

右
中
将
実
景
朝
臣
〈
裏
辻
〉

�
土
佐
御
局

�
藪
大
納
言
殿

�
四
辻
殿
屋
敷

四
辻
大
納
言
屋
敷

四
辻
前
大
納
言
〈
公
理
。
息
同
居
〉

前
権
大
納
言
正
二
位
〈
四
辻
〉
藤
原
公
理
〈
五
十
二
〉
／
権
中
納
言
正
三
位
〈
四
辻
〉
藤

原
季
賢
〈
三
十
一
〉

�
梶
井
殿

梶
井
宮
里
坊

�
橋
本
殿

梨
木
町
東
頬
橋
本
前
中
納
言

橋
本
中
納
言
〈
実
村
。
息
同
居
〉

前
権
中
納
言
従
二
位
〈
橋
本
〉
藤
原
実
村
〈
六
十
四
〉

�
清
閑
寺
殿

清
閑
寺
中
納
言

清
閑
寺
中
納
言
〈
凞
房
〉

権
中
納
言
正
三
位
〈
清
閑
寺
〉
藤
原
熈
房
〈
二
十
九
〉

�
松
木
殿

松
木
中
納
言

松
木
中
納
言
〈
宗
條
〉

権
中
納
言
正
三
位
〈
松
木
〉
藤
原
宗
條
〈
三
十
七
〉
十
二
月
廿
四
日
任
権
大
納
言

�
四
条
殿
屋
敷

�
姉
小
路
殿

姉
小
路
殿
中
将

侍
従
公
量
〈
姉
小
路
〉

�
れ
ん
せ
ん
殿
（
＊
未
詳
）

�
花
園
殿

花
園
三
位

花
園
三
位
〈
実
満
〉

非
参
議
従
三
位
〈
花
園
〉
藤
原
實
満
〈
三
十
三
〉
正
月
五
日
叙
正
三
位

�
中
院
殿
屋
敷

中
院
殿
屋
敷

�
速
見
越
中
山
か
た
衛
門
尉

�
辻
伯
耆
守
上
将
監

今
城
中
将
裏
楽
人
辻
伯
耆

�
七
条
殿

七
条
中
将

同
（
左
中
将
）
隆
豊
朝
臣
〈
七
條
〉

⃝ 100
野
宮
殿
屋
敷

左
少
将
定
輔
朝
臣
〈
野
宮
〉

⃝ 101
六
条
殿

六
条
中
納
言

源
中
納
言
〈
有
和
。
六
條
〉

権
中
納
言
正
三
位
〈
六
條
〉
源
有
和
〈
三
十
九
〉

⃝ 102
梅
園
殿
女
院
長
屋

⃝ 103
右
門
常
照
院
殿

⃝ 104
倉
橋
殿

倉
橋
三
位

倉
橋
三
位
〈
泰
吉
。
息
同
居
〉

非
参
議
正
三
位
〈
倉
橋
〉
安
泰
吉
〈
六
十
三
〉

⃝ 105
親
王

儲
皇
親
王
御
所
〈
同
前
（
下
御
所
）。
池
南
方
〉

⃝ 106
南
御
所

⃝ 107
三
位
局
屋
敷

⃝ 108
中
筋
道
西
頬
正
親
町
大
納
言

正
親
町
前
大
納
言
〈
実
豊
〉

前
権
大
納
言
従
二
位
〈
正
親
町
〉
藤
原
実
豊
〈
四
十
三
〉

⃝ 109
小
一
条
局

⃝ 110
一
対
局
（
＊
葉
室
宣
子
）

⃝ 111
梅
小
路
御
局

⃝ 112
一
乗
院
宮
里
坊

⃝ 113
松
寿
院
殿

⃝ 114
正
親
町
大
納
言
屋
敷
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⃝ 115

岩
橋
友
古

⃝ 116
本
光
院

本
光
寺
尼

⃝ 117
一
乗
院
御
弟
子
御
所

⃝ 118
養
徳
院
殿

⃝ 119
二
階
町
東
頬
戒
光
院

⃝ 120
真
■
兵
部

⃝ 121
二
位
御
局

⃝ 122
白
川
一
位

⃝ 123
■
岩
少
将

⃝ 124
梨
木
町
西
頬
速
水
長
門
屋
敷

⃝ 125
北
西
山
形
■
■

⃝ 126
六
条
中
納
言
裏
法
華
寺
殿

慈
受
院
禅
尼
法
華
寺
里
坊

⃝ 127
東
人
上
越
後

⃝ 128
塩
小
路
後
室

⃝ 129
羽
田
平
兵
衛

⃝ 130
四
条
中
将
裏
長
谷
三
位
屋
敷

⃝ 131
高
倉
前
大
納
言

前
権
大
納
言
正
二
位
〈
高
倉
〉
藤
原
永
慶
〈
七
十
二
〉

⃝ 132
粟
津
式
部

⃝ 133
高
橋
雅
楽

⃝ 134
西
三
条
屋
敷

⃝ 135
理
性
院
里
坊

⃝ 136
速
水
右
近

⃝ 137
三
宝
院
殿
里
坊

⃝ 138
下
冷
泉
少
将

⃝ 139
楽
人
兵
庫

⃝ 140
内
■

⃝ 141
覚
性
院
殿

⃝ 142
中
院
隠
居

⃝ 143
四
辻
大
納
言

⃝ 144
西
郊
■
■
■

⃝ 145
冷
松
廣

⃝ 146
大
乗
院
殿
里
坊

⃝ 147
竹
屋
町
八
条
殿
隠
居

⃝ 148
葉
室
屋
敷

⃝ 149
賀
子
内
親
王
〈
関
白
光
平
室
〉

⃝ 150
日
野
大
納
言
〈
資
行
卿
。
息
同
居
。
相
伝
文
書
凡
亡
。

調
度
剱
等
悉
為
灰
燼
〉

⃝ 151
右
兵
衛
督
〈
実
清
。
梅
園
。
息
別
居
〉

非
参
議
正
三
位
〈
梅
園
〉
藤
原
實
清
〈
五
十
三
〉
右
兵
衛
督

⃝ 152
岡
崎
入
道
三
位
〈
宣
持
。
息
同
居
〉

⃝ 153
弾
正
少
弼
季
有
朝
臣
〈
竹
中
〉

⃝ 154
同
（
侍
従
）
国
豊
〈
日
野
西
〉

⃝ 155
同
（
侍
従
）
通
音
〈
久
世
〉

■
は
判
読
不
能
の
文
字
。（
＊
）
の
注
記
は
本
文
に
は
な
い
も
の
で
、
私
に
付
し
た
。
な
お
、『
忠
利
宿
禰
日
次
記
』『
続
史
愚
抄
』
に
は
こ
の
他
に
も
罹
災
し
た
寺
院
の
記
述
も
あ
る
が
（
前
者
に
は
18ヶ
寺
、
後
者
に
は

2
ヶ
寺
）、
煩
瑣
に
な
る
た
め
割
愛
し
た
。
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行幸先


❸

❶
禁中



   












































































❾

❼
❺


❽

❻


    

菊
亭
殿

152 122

101

132

145

144

143

142

139

138

137
136
135
134

105

131

130

127

128

126

125

124

108

107

150

111

110

❹
仙洞

（火元）

【表 2】罹災した内裏・公家屋敷
承応 3年（1654）刊『新板平安城東西南北町
并洛外之図』の上に示したもの。
❶〜⃝104は『公規卿記』に記載のあるもの。
⃝105〜⃝155はそれ以外の記録にあるもの（【表 1】
参照）。


